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高額介護合算療養費制度について 

平成28年11月18日 

厚生労働省保険局 

平成２８年１１月１８日 資料１－３ 第１００回社会保障審議会医療保険部会 



○ 高額介護合算療養費制度とは、医療保険と介護保険における１年間（毎年８月１日～翌年７月31日）の医
療保険と介護保険の自己負担の合算額が高額な場合に、自己負担を軽減する制度。 

  ※ 介護においては、同様の制度を「高額医療合算介護（予防）サービス費」としている。 

  ① 支給要件：医療保険上の世帯単位で、医療保険と介護保険の自己負担合算額が、各所得区分に設定
された限度額を超えた場合に、当該合算額から限度額を超えた額が支給される。 

  ② 限度額 ：被保険者の所得・年齢に応じて設定（次ページ参照） 

  ③ 費用負担：医療保険者・介護保険者双方が、自己負担額の比率に応じて負担。 

【制度のイメージ】 
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○ 高額療養費制度については、世代間の公平や負担能力に応じた負担等の観点から、患者の受診行動に与える影響も
含め、現役並み所得者、一般区分、低所得者の負担のあり方についてどのように考えるか等の論点を提示している（９
月29日医療保険部会）。 

⇒ 高額療養費制度の見直しを検討するに当たり、合わせて高額介護合算療養費制度の限度額も見直しを行うか。 

高額介護合算療養費制度について（論点） 

（注１）対象世帯に70～74歳と70歳未満が混在する場合、まず70～74歳の自己負担合算額に限度額を適用した後、残る負担額と70歳未満の自己負担合算額を
合わせた額に限度額を適用する。 

（注２）介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円。 

［負担上限額（現状・世帯単位）］ 

75歳以上 70～74歳（注１） ［参考］70歳未満（注１） 

年収約 1,160万円～ 

６７万円 ６７万円 

２１２万円 

年収約770～約1,160万円 １４１万円 

年収約370～約770万円 ６７万円 

 
～年収約370万円 

（課税所得145万円未満） 

※ 収入の合計額が520万円未満（1人世
帯の場合は383万円未満）の場合も含む。 

※ 旧ただし書所得の合計額が210万円
以下の場合も含む。 

５６万円 ５６万円 ６０万円 

市町村民税世帯非課税 ３１万円 ３１万円 

３４万円 
市町村民税世帯非課税 
（年金収入80万円以下等） 

１９万円 （注２） １９万円 （注２） 
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現役並み所得者 
（年収約370万円～） 
健保：標報28万円以上 
国保：課税所得145万以上 

負担割合 外来 
（個人ごと） 80,100＋（総医療費－

267,000）×1％ 
＜多数回：44,400＞ 

3割 44,400 

一般（～年収約370万円） 
健保：標報26万円以下(※1) 
国保：課税所得145万円未満(※1)（※２） 70-74歳 

2割 
（※3） 

 

75歳以上 
1割 

12,000 
（※４） 

44,400 
（※４） 

住民税非課税 

8,000 

24,600 

住民税非課税 
（所得が一定以下） 

15,000 

70
歳
以
上 

医 療 
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（参考）医療及び介護における患者負担割合及び高額療養費自己負担限度額 

負担割合 月単位の上限額（円） 
年収約1,160万円～       
健保：標報83万円以上 
国保：旧ただし書き所得901万円超 

3割 

252,600＋ 
(医療費－842,000)×１%    
<多数回該当：140,100> 

年収約770～約1,160万円    
健保：標報53万～79万円 
国保：旧ただし書き所得600万～901万円 

167,400＋ 
(医療費－558,000)×１%    
<多数回該当：93,000> 

年収約370～約770万円     
健保：標報28万～50万円  
国保：旧ただし書き所得210万～600万円 

80,100＋ 
(医療費－267,000)×１%    
<多数回該当：44,400> 

～年収約370万円        
健保：標報26万円以下   
国保：旧ただし書き所得210万円以下 

57,600   
<多数回該当：44,400> 

住民税非課税 
35,400   

<多数回該当：24,600> 

70
歳
未
満 

※１ 収入の合計額が520万円未満（1人世帯の場合は383万円未満）の場合も含む。 
※２ 旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合も含む。 
※３ 平成26年４月１日までに70歳に達している者は1割。 
※４ ２割負担の場合は62,100円（外来24,600円）とされていたが、平成26年４月より １割負担だった

際の限度額に据え置き。 
※５ 世帯内の65歳以上の被保険者の収入＋その他の合計所得金額の合計額が346万円未満（世

帯内の65歳以上の被保険者が１人の場合は280万円未満）の場合も含む。 
 

※６ 世帯内の65歳以上の被保険者の収入の合計額が520万円未満（世帯内の65歳以上の被保険者が１
人の場合は383万円未満）の場合も含む。（介護保険の現役並み所得は、世帯に課税所得１４５万円以上の第１号被保
険者がいる場合であって、世帯内の第１号被保険者の収入の合計が520万円（世帯内の第１号被保険者が１人のみの場合は383万
円）以上である場合） 

※７ 介護保険では、利用者負担割合における一定以上所得者と、高額介護サービス費における現役並
み所得者について、異なる所得基準を用いて判定しているが、医療保険との比較のために、それぞれ
の所得基準を便宜的に統合して表している。（生活保護被保険者等に係る月単位の上限額の区分に
ついては便宜的に記載していない） 

介 護 

65
歳
以
上 

負担割合 
月単位の 

上限額（円） 

現役並み所得者 
課税所得145万以上  

2割 

44,400 
（世帯） 

 一定以上所得者 
 合計所得金額160万以上  

37,200 
（世帯） 

  
 合計所得金額160万未満 

 （※５） 

1割 
住民税非課税 24,600 

（世帯） 

住民税非課税 
（所得が一定以下） 

15,000 
（個人）等 

一般 
住民税課税者（※６） 
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高額療養費の支給実績 

【平成25年度】 支給件数 支給額 １件あたり支給額 

医療保険（後期医療除く） ２，１８１万件 １兆６，７７１億円 ７６，８９４円 

  協会けんぽ ３２４万件 ３，５２１億円 １０８，８１７円 

  健保組合 ２０８万件 ２，２０２億円 １０５，８９５円 

  共済 ６６万件 ６８３億円 １０３，４６４円 

  国保 １，５８２万件 １兆３５０億円 ６５，４２１円 

後期高齢者医療制度 ３，２２５万件 ５，４２９億円 １６，８３２円 

計 ５，４０６万件 ２兆２，２０１億円 ４１，０６３円 

（上記のうち、高額介護合算療養費の支給実績） 

【平成25年度】 支給件数 支給額 １件あたり支給額 

医療保険（後期医療除く） ２０，５６８件 ４億８，６４４万円 ２３，６５０円 

  協会けんぽ ３１件 １０３万円 ３３，３４４円 

  健保組合 １６件 ６６万円 ４１，３３０円 

  共済 ３件 ７万円 ２３，０００円 

  国保 ２０，５１８件 ４億８，４６８万円 ２３，６２２円 

後期高齢者医療制度 ８０８，２０５件 １１１億５，３２７万円 １３，８００円 

計 ８２８，７７３件 １１６億３，９７２万円 １４，０４５円 

出典：医療保険に関する基礎資料～平成25年度の医療費等の状況～（厚生労働省保険局） 
※ 上記支給実績は高額介護合算療養費（医療分）のみであり、高額医療合算介護（予防）サービス費（介護分）は含まれていない。 


